
通 知 を 受 け た 争 議 行 為 の 実 施 内 容 を 公 表 し ま す  

 

労 働 関 係 調 整 法 第 3 7 条 第 １ 項 と 労 働 関 係 調 整

法 施 行 令 第 1 0 条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ い て 、

大 阪 電 気 通 信 産 業 合 同 労 働 組 合 か ら 、 以 下 の と お

り ス ト ラ イ キ 等 の 争 議 行 為 を 行 う 旨 の 通 知 が あ り

ま し た の で 、 同 条 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ い て お 知 ら

せ し ま す 。  

 

１  開 始 日  

平 成 2 9 年 ３ 月 1 5 日 以 降  

 

２  場 所  

上 記 組 合 の 組 合 員 が 従 事 す る 別 記 の 職 場  

 

３  要 求 事 項  

賃 金 引 上 げ 等  

 

平 成 2 9 年 ３ 月 ９ 日  

          厚 生 労 働 大 臣  塩 崎  恭 久  

 

別 記  

西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 マ ー ケ テ ィ ン グ 推 進 部

門 京 都 セ ン タ （ 京 都 ） 、 西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 、

西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 マ ー ケ テ ィ ン グ 推 進 部 門 、

西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 マ ー ケ テ ィ ン グ 推 進 部 門

 

 



大 阪 セ ン タ 、 西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 マ ー ケ テ ィ

ン グ 推 進 部 門 大 阪 東 セ ン タ 、 西 日 本 電 信 電 話 株 式

会 社 マ ー ケ テ ィ ン グ 推 進 部 門 大 阪 南 セ ン タ 、 株 式

会 社 Ｎ Ｔ Ｔ フ ィ ー ル ド テ ク ノ 、 株 式 会 社 Ｎ Ｔ Ｔ フ

ィ ー ル ド テ ク ノ 関 西 支 店 大 阪 営 業 所 堺 フ ィ ー ル ド

サ ー ビ ス セ ン タ ア ク セ ス 担 当 、 株 式 会 社 Ｎ Ｔ Ｔ フ

ィ ー ル ド テ ク ノ 設 備 部 カ ス タ マ サ ポ ー ト 部 門 大 阪

カ ス タ マ サ ポ ー ト セ ン タ 故 障 コ ン ト ロ ー ル セ ン タ 、

テ ル ウ ェ ル 西 日 本 株 式 会 社 、 テ ル ウ ェ ル 西 日 本 株

式 会 社 電 報 事 業 部 、 テ ル ウ ェ ル 西 日 本 株 式 会 社 電

報 事 業 部 大 阪 電 報 サ ー ビ ス セ ン タ 、 株 式 会 社 Ｎ Ｔ

Ｔ マ ー ケ テ ィ ン グ ア ク ト 関 西 支 店 大 阪 コ ン タ ク ト

セ ン タ （ 以 上 、 大 阪 ） 、 西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社

マ ー ケ テ ィ ン グ 推 進 部 門 兵 庫 セ ン タ （ 兵 庫 ）  


